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エホバの証人の輸血拒否とIC
（平成12年2月29日最高裁判決）

【事実の概要】

エホバの証人で，いかなる場合にも輸血を受けることを拒否するという

意思を有していた肝臓がんの患者（63歳）が，エホバの証人医療機

関連絡委員会の紹介で，東大医科学研究所付属病院に入院した。

医科研では，エホバの証人に対する外科手術においては，できる限

り輸血の実施は避けるが，他に救命手段がない事態には，患者・家

族の諾否にかかわらず輸血するという方針を採用していた。しかし，

医科研の医師が患者の入院を引き受けるとき，がんに転移がなけれ

ば輸血なしの手術が可能と伝え，また，患者とその夫と子が医科研

の医師に患者は輸血を受けることができない旨を伝えたときに，その

方針を知らせなかった。

エホバの証人の輸血拒否とIC
（平成12年2月29日最高裁判決）

【事実の概要】

医科研の医師は，平成4年9月16日，輸血を必要とする事態が生ずる

可能性があったことから，その準備をした上で，患者に対して手術を

施行し，腫瘍が摘出された段階で出血量が2245ミリリットルとなり，輸

血をしない限り患者を救うことができない可能性が高いと判断して，患

者の夫や子に断わることなく輸血を実施し，術後も，輸血の実施を隠

し続けた。

同年10月頃，本件輸血の事実を聞きつけた週刊誌の記者が医科研に

取材を申し入れたことを契機として，医師は，11月6日，退院時の説明

の際に患者の夫に対して本件輸血の事実を告げ，救命のために必要

であった状況を説明した。

平成12年2月29日最高裁判決判旨

「患者が，輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして，輸

血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合，この

ような意思決定をする権利は，人格権の一内容として尊重されなけれ

ばならない。そして，A［患者］が，宗教上の信念からいかなる場合にも

輸血を受けることは拒否するとの固い意思を有しており，輸血を伴わな

い手術を受けることができると期待して医科研に入院したことをY医師

らが知っていたなど本件の事実関係の下では，Y医師らは，手術の際

に輸血以外には救命手段がない事態が生ずる可能性を否定し難いと

判断した場合には，Aに対し，医科研としてはそのような事態に至った

ときには輸血するとの方針を採っていることを説明して，医科研への入

院を継続した上，Y医師らの下で本件手術を受けるか否かをA自身の

意思決定にゆだねるべきであったと解するのが相当である。」

平成12年2月29日最高裁判決判旨

ところが，Y医師らは，本件手術に至るまでの約1か月の間に，手術の際

に輸血を必要とする事態が生ずる可能性があることを認識したにもか

かわらず，Aに対して医科研が採用していた右方針を説明せず，A及び

X1,X2［原告－Aの夫と子］に対して輸血する可能性があることを告げな

いまま本件手術を施行し，右方針に従って輸血をしたのである。そうす

ると，本件においては，Y医師らは，右説明を怠ったことにより，Aが輸

血を伴う可能性のあった本件手術を受けるか否かについて意思決定を

する権利を奪ったものといわざるを得ず，この点において同人の人格権

を侵害したものとして，同人がこれによって被った精神的苦痛を慰謝す

べき責任を負うものというべきである。そして，また，国は，Y医師らの

使用者として，Aに対し民法715条に基づく不法行為責任を負うものとい

わなければならない。これと同旨の原審（総額55万円の支払いを命令）

の判断は，是認することができ」る。上告棄却。

インフォームド・コンセントとがん告知
最高裁判決平成7年4月25日

【事実の概要】

患者が予後不良の胆のうの進行癌であることを疑った医師が，患者

に精神的打撃を与えることをおそれて本人にこの疑いを説明せず，

入院による精密な検査を行った後に患者の家族の中から適当な者を

選んでその結果および治療方針を説明することにした。患者に対して

医師は，「胆石がひどく胆のうも変形していて早急に手術する必要が

ある」と説明して入院を指示し，患者は，いったんは同意し入院手続
をとったが，2日後に電話で入院の延期を伝え，その後，受診が途絶

えた（昭和58年1～4月）。患者は3か月後勤務先で倒れ，開腹手術を

受けたが，根治的切除はできず，さらに半年後に死亡した。

遺族が，本人またはその夫に胆のう癌の疑いを説明しなかったこと

について損害賠償を請求して提訴した。

インフォームド・コンセントとがん告知
最高裁判決平成7年4月25日

【判旨】

医師にとっては，患者は初診の患者でその性格等も不明であり，

本件当時医師の間では癌については真実と異なる病名を告げる

のが一般的であったというのであるから，医師が，前記3月2日及

び16日の段階で，患者に与える精神的打撃と治療への悪影響を

考慮して，患者に癌の疑いを告げず，まずは手術の必要な重度の

胆石症であると説明して入院させ，その上で精密な検査をしようと

したことは，医師としてやむを得ない措置であったということができ，

あえてこれを不合理であるということはできない。
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がんの病名告知
国立がんセンター病院・がん告知マニュアル

国立がんセンター病院では，がん患者すべてにがんの病名の

告知を行っており，本マニュアルは，国立がんセンター病院で

医療従事者が利用しているものである。

平成８年９月（第二版）

１．はじめに

がん告知に関して，現在は，特にがん専門病院では「告げるか，

告げないか」という議論をする段階ではもはやなく，「如何に事

実を伝え，その後どのように患者に対応し援助していくか」とい

う告知の質を考えていく時期にきているといえる。……

ガン告知後の自殺事件（さいたま地川越支判平成15.10.30）

◆原告の長男である亡Ａが肺がんに罹患し（肝臓および胸椎に転

移）、被告が開設する病院に入院中，ガン告知の５日後に自殺し

たことについて、原告が、主治医（被告）において、……がん告知

の際に告知方法配慮義務違反、がん告知後の患者対応配慮義

務違反があり、いずれも不法行為を構成するとして、被告らに対

し、亡Ａが受けた精神的苦痛につき損害賠償を求めた事案で、

がん告知の時期、方法等に配慮義務違反は認められず、がん

告知後に主治医（被告）が亡Ａに対し車椅子を使った生活になる

見込みを告げたことをもって、患者対応配慮義務違反があるとは

いえないとして、請求をいずれも棄却した（後，控訴棄却，確定）。

ガン告知後の自殺事件（さいたま地川越支判平成15.10.30）

◆がん告知に際しての配慮義務

担当医師は，患者の治療に関する自己決定権にかんがみ，患者やその家族

に対して，病状や治療方針に関し，患者に具体的な説明を負う義務を有する

が，がんのような不治ないし難治の疾病の場合には，その説明をするに際し，

いつ，誰に，いかなる内容をどのような方法，態様で説明すべきかについて

は，患者の性格や心身の状態，家族環境，病状を知らせることの治療に及

ぼす影響等の諸事情を勘案した上での慎重な配慮が不可欠である。

◆がん告知後の配慮義務

担当医師は，がん患者に対し，がんを告知した後，その影響にかんがみ，患

者の病状や様態の推移等に一層留意し，その後の治療において患者に対し

十分な配慮をすることが必要である。

ICに関わらない説明義務：死因説明義務（東京高判16.9.30広尾病院事件）

［自己決定権尊重のための医療情報提供の必要性，医療情報の偏在，医療法１条の４や民

法656条によって準用される645条の規定，に照らすと］ 医療機関は、診療契約に付随す

る義務として、特段の事情がない限り、所属する医師等を通じて、医療行為をす

るに当たり、その内容及び効果をあらかじめ患者に説明し、医療行為が終わっ

た際にも、その結果について適時に適切な説明をする義務を負うものと解される。

病院側が説明をすべき相手方は、通常は診療契約の一方当事者である患者

本人であるが、患者が意識不明の状態にあったり死亡するなどして患者本人に

説明をすることができないか、又は本人に説明するのが相当でない事情がある

場合には、家族（患者本人が死亡した場合には遺族）になることを診療契約は

予定していると解すべきである……。

医療機関の広尾病院は、診療契約に付随する義務として、本件医療事故に

ついて、所属する医師等を通じて、可能な範囲内でその死因を解明した上で、遺

族に対し適時に適切な説明をする義務を負っていた。

説明義務

①インフォームド・コンセントの前提としての説明を与える義務

（がんの病名告知も，以後の医療行為との関係ではここに含

めて考えることができる）

②療養方法等の指導のための説明義務

③顚末報告のための説明義務――死因についての説明義務

【参考・医療法第１条の４第２項】

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提

供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよ

う努めなければならない。
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